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【注記】
平成２２年１１月３０日付け内閣法制局長官決定をもって「法令における

漢字使用等について」が定められたことに伴い，従前の昭和２９年１１月２
５日付け法制局総発第８９号の「法令用語改善の実施要領」（同実施要領の
別紙「法令用語改正要領」を含む。）及び昭和５６年１０月１日付け内閣法
制局総発第１４１号の「法令における漢字使用等について」は，平成２２年
１１月３０日付けで廃止されました。


